
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給要件確認フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■支給要件（※表１） 

 下表のいずれかに該当する児童を監護・養育する父、母または養育者が児童扶養手当の支給対象です。 

・父母が婚姻を（法律婚または事実婚）を解消した児童 

・父または母が死亡した児童 

・父または母の生死が明らかでない児童 

・父または母が一定以上の障害の状態にある児童 

・父または母に引き続き１年以上遺棄されている児童 

・父または母が裁判所からＤＶ被害に関する保護命令を受けた児童 

・父または母が引き続き１年以上拘禁されている児童 

・母が婚姻によらないで懐胎した児童 
 

■支給要件（※表 2） 

 下表のいずれかに該当する児童を監護・養育する父、母または養育者が児童扶養手当の支給対象です。 

扶養者数 
申請者本人 養育者または扶養義務者 

収入額 所得額 収入額 所得額 

０人 3,114,000円 1,920,000円 3,725,000円 2,360,000円 

１人 3,650,000円 2,300,000円 4,200,000円 2,740,000円 

２人 4,125,000円 2,680,000円 4,675,000円 3,120,000円 

３人 4,600,000円 3,060,000円 5,150,000円 3,500,000円 

４人 5,075,000円 3,440,000円 5,625,000円 3,880,000円 

５人 5,550,000円 3,820,000円 6,100,000円 4,260,000円 

 

いいえ 

はい 

支給要件（※表１）に該当するひとり親世帯等ですか？ 

（事実上の婚姻の状態にある場合には該当しません。） 

ス タ ー ト 

令和３年４月分の児童扶養手当の支給が受けられますか？ 

次の２つの要件の両方に該当しますか？ 

① 遺族年金や障害年金などの公的年金を受給している。 

② 本人及び扶養義務者の令和元年中の収入（非課税年金等を含む）

が収入（所得）基準額（※表２）未満である。 

次の２つの要件の両方に該当しますか？ 

① 申請をしていないため児童扶養手当の対象となっていない、また

は児童扶養手当の認定はされているが所得超過等により児童扶

養手当の全部が停止になっている。 

② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業や失業、内定の

取消し、勤務時間の減少などにより本人及び扶養義務者の収入見

込額が収入（所得）基準額（※表２）未満である。 

支給対象者ではありません。 

①児童扶養手当受給者（申請は不要です。） 

※原則、５月１１日にお振込みします。 

②公的年金等受給者（申請が必要です。） 

※申請方法・添付書類を確認して、お手続き

ください。支給については、審査によって決

定します。 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

 
支給対象者ではありません。 

③家計急変者（申請が必要です。） 

※申請方法・添付書類を確認して、お手続き

ください。支給については、審査によって決

定します。 

 

はい 


